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水辺を活用したイベント実施助成制度要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、「水の都ひろしま」構想で掲げる太田川デルタ上に形成された市街地

の水辺空間で活動する民間団体等に対し、予算の範囲内において、飲食販売等の各種イ

ベントの実施に必要な経費の一部を助成することに関し必要な事項を定め、もって水辺

の利活用を促進するとともに、にぎわいを創出し、広島市の観光資源の魅力向上を図る

ことを目的とする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 ⑴ 「水の都ひろしま」構想 平成１５年１月に国土交通省・広島県・広島市が定めた

構想をいう。 

 ⑵ 太田川デルタ上に形成された市街地の水辺空間 「水の都ひろしま」構想が対象区

域とする、太田川放水路及びその派川である天満川、旧太田川（本川）、元安川、京橋

川及び猿猴川に沿った川辺とその河口部の海辺をいう。 

 ⑶ 民間団体等 法律に基づいて設立された法人格を有する者及び任意団体をいう。た

だし、国及び地方公共団体を除く。 

 ⑷ 水の都をつくるための基本方針 「水の都ひろしま」構想が水の都づくりの実現の

ために掲げる２０の方針であり、別表に掲げるものをいう。 

 

（交付対象） 

第３条 助成金の交付対象となる者は、次条に掲げる事業を行う民間団体等とする。 

 

 （助成対象事業） 

第４条 助成対象事業は、次の各号に掲げる要件を満たす各種イベントとする。ただし、

会長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 

⑴ 太田川デルタ上に形成された市街地の水辺空間において実施するものであること。 

⑵ 水の都をつくるための基本方針のいずれかに該当する内容であること。 

 ⑶ 営利を目的としないものであること。 

 ⑷ 政治的及び宗教的活動を目的としないものであること。 

 ⑸ 法令等に違反し、又は公序良俗に反するものでないこと。 

２ 前項に掲げる事業の実施期間は、助成金の交付の決定を受けた日からその日が属する

会計年度の２月末日までとする。 

 

（助成対象経費） 

第５条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、前条の助成対象事業

に要する経費のうち、報償費、人件費、使用料及び賃借料、消耗品費、通信運搬費、委

託料、保険料、その他会長が必要と認める経費とする。ただし、人件費については、助

成対象事業に従事させるため非常勤で雇用される者に係るものに限る。 

２ 助成対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとする。 
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（助成金の限度額）  

第６条 助成金額は、１件の助成対象事業につき、助成対象経費に３分の２を乗じて得た

額を限度とし、限度額は５０万円とする。 

２ 助成金の交付額に１，０００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものと

する。 

３ 助成対象事業の実施に当たり別途、他の公的補助金又は民間補助金等の交付を受けて

いる場合、又は交付を受ける予定である場合には、その額を限度額から控除する。 

 

（交付の申請） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者は、助成対象事業を実施する日の３０日前まで

に、助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、会長に提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 事業計画書（様式第２号） 

 ⑵ 予算書（様式第３号） 

 ⑶ その他会長が必要と認める書類 

２ 一会計年度の間に申請できる回数は、２回を限度とする。ただし、会長が特に必要と

認めた場合は、この限りでない。 

 

（交付の決定） 

第８条 会長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交

付すべきと認めたときは、助成金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知す

るものとする。 

２ 会長は、前項の審査により、助成金を交付することが不適当と認めたときは、速やか

に助成金を交付しない旨を当該申請者に通知をするものとする。 

 

（交付の条件） 

第９条 会長は、助成金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付

するものとする。 

 ⑴ 助成金は、第５条に定める経費に充てること。 

⑵ 助成対象事業の内容を変更し、又は助成対象事業に要する予算を変更しようとする

ときは、会長の承認を受けること。 

⑶ 助成対象事業を中止しようとするときは、遅滞なく会長に報告し、その指示を受け

ること。 

⑷ 助成対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は助成対象事業の実施が困難と

なったときは、遅滞なく会長に報告し、その指示を受けること。 

２ 会長は、前項に定める条件のほか、助成金の交付の目的を達成するために必要な条件

を付することができる。 

 

（計画変更の承認等） 

第１０条 助成金の交付の決定を受けた者は、前条第１項第２号及び第３号に定める会長

の承認又は指示を受けようとする場合には、遅滞なく、事業計画変更申請書（様式第５
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号）に第７条第１項各号に掲げる書類を添えて会長に提出しなければならない。 

２ 会長は、前項の申請書の提出があった場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取

り消し、又は変更することができる。 

３ 会長は、前項の決定をしたときには、速やかに申請者に通知するものとする。 

 

（事業報告） 

第１１条 第８条の規定による通知を受けた者は、当該助成対象事業が完了したときは、

その完了の日から４０日以内又は３月１０日のいずれか早い日までに、実績報告書（様

式第６号）に次に掲げる書類を添えて、会長に報告しなければならない。 

 ⑴ 事業実施報告書（様式第７号） 

 ⑵ 決算書（様式第８号） 

 ⑶ 領収書その他収支の事実を証する書類の写し 

 ⑷ その他会長が必要と認める書類 

 

（助成金の額の確定等） 

第１２条 会長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、又

は必要に応じて行う現地調査等の結果、助成対象事業の実績が助成金の交付の決定の内

容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、

助成金額確定通知書（様式第９号）により当該報告者に通知するものとする。 

 

（助成金の請求・交付） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた者は、助成金交付請求書（様式第１０号）を会

長に提出しなければならない。 

２ 会長は、前項の請求書に基づき助成金を交付するものとする。 

 

 （帳簿等の整備） 

第１４条 助成金の交付を受けた者は、証拠書類及び帳簿を備え、当該助成対象事業の完

了した日が属する会計年度の終了後、１０年間保存しておかなければならない。 

 

 （暴力団の排除） 

第１５条 会長は、助成金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、この要綱に定める他の規定に関わらず、助成金を交付しないものとする。 

 ⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定する暴力団

員（以下「暴力団員」という。） 

⑵ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第１９条第３項の規定に

よる公表が現に行われている者 

⑶ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

２ 会長は、助成金の交付の決定を受けた者が前項各号のいずれかに該当したときは、交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 
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（交付決定の取消し）    

第１６条 会長は、助成金の交付の決定を受けた者について次の各号のいずれかに該当す

ると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく会長の処

分に違反したとき。 

 ⑵ 決算総額が予算総額に比して著しく相違し、予算の執行が不適当と認められるとき。 

 ⑶ 助成金の額に比し過大な剰余金が生じたとき。 

 ⑷ 事業遂行の見込みがないとき。 

⑸ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

⑹ 助成金を他の用途に使用したとき。 

 

（助成金の返還） 

第１７条 会長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部

分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を請求するも

のとする。 

 

（立入検査等） 

第１８条 会長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、助成

金の交付の決定を受けた者に対し、助成事業に関する報告を求め、又は当該職員にその

事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる

ことができる。 

 

（その他） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、会長が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（水の都をつくるための基本方針） 

１ つかう～市民による水辺の活用 

 基本方針 取組例 

 ⑴ 水辺を晴れの舞台にしよう ・水辺のセレモニーやパーティーの企画・商品化 

・水辺を晴れの舞台とするための環境整備 

 ⑵ 水辺を暮らしの中に取り入れよう ・水辺の日常的利用支援事業 

・水辺に日常的に訪れる仕掛けづくり 

・水辺を憩いの場とするための環境整備 

 ⑶ 水辺で学ぼう ・水の都に関連した学習プログラムの開発 

・川の先生・海の先生の育成 

・水の都フィールドミュージアムの推進 

 ⑷ 率先して環境に配慮しよう ・都心部における自然環境の保全 

・川や海の環境保全に関する市民の参加 

・水辺の環境についての情報発信 

・水循環への配慮 

・クリーンアップイベントの開催 

 ⑸ 水辺を飾ろう ・住民や企業による水辺建物の装飾 

・水辺の里親制度（市民による緑地管理）の実施 

・デコレーションイベントの実施 

 ⑹ 水の都の風物詩をつくり育てよう ・水の都に関わるイベントや行事のアピール 

・イベントや行事への水の都らしさの取り入れ 

・新しい水の都の風物詩づくり 

・水辺に風物詩をつくり育てるための環境整備 

 ⑺ 街の元気につなげよう ・水辺への商業施設の誘導 

・商店街による水辺の活用と川の駅の設置 

 ⑻ 観光資源として活用しよう ・水の都観光の企画・商品化 

・新しい観光資源の開拓 

・海の観光拠点づくり 

・水の都に関わる観光情報の提供 

・水の都に関わる観光受け入れ機能の強化 

２ つくる～水辺空間の整備とまちづくりとの一体化 

 基本方針 取組例 

 ⑼ 個性的な水辺をつくろう ・場所に応じた水辺の名所づくり 

・橋の名所づくり 

・市街地内での新しい形式の水辺の創出 

・自然豊かな水辺づくり 

・漁業との共生 

 ⑽ 誰もが楽しめる水辺にしよう ・重点地区におけるユニバーサルデザインの導入 

・保健・福祉的な視点での水辺利用の促進 

・公開空地の水辺への誘導と積極的な活用の推進 

・水辺に直接面した民間施設の公益的な空間づく
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りの推進 

 ⑾ 泳げ遊べる水辺にしよう ・子どもが泳げ遊べる川づくり 

・海と遊べる環境づくり 

・水辺での遊びを推進するための環境整備 

・水質・底質の改善 

 ⑿ 水辺の景観を美しくしよう ・リバーフロント建築のデザイン・美化 

・水辺の構成要素のデザイン・美化 

・夜の風景づくり 

・港の景観計画の策定 

 ⒀ 水辺に行きやすく、水辺を歩きやす

くしよう 

・水辺の歩行者空間の連続性の確保 

・水辺に隣接する街区内へのフットパスづくり 

・水辺の歩行者系ネットワークの確立 

・水辺沿いの快適な歩行者環境づくり 

 ⒁ 水辺と街を一体的にデザインしよ

う 

・水辺と一体となった民間施設・公共施設のデザ

インの促進 

・水辺と街を分断する車道のあり方の工夫 

・風の道を生かした建築物の誘導 

 ⒂ 街の中で水の都を感じられるよう

にしよう 

・市街地と水辺をつなぐ整備 

・水のギャラリーの設置 

・水の都としての特徴の体系的な収集整理と学習 

・市街地における水辺の実況中継 

３ つなぐ～水辺のネットワークと水の都の仕組みづくり 

 基本方針 取組例 

 ⒃ 水上交通ネットワークをつくろう ・水上バス・タクシーの運航 

・ネットワークの要となる公共桟橋の整備 

・広島の条件に適合するオリジナル船の開発 

・安定航路確保のためのしゅんせつや橋梁桁下空

間の確保 

 ⒄ 水の都をＰＲしよう ・水の都キャンペーンの実施 

・水の都の情報誌の発行とホームページの運営 

・水の都風土記（ライブラリー）の編纂と展示 

 ⒅ 流域全体で取り組もう ・上・中流域の農山村との交流 

・流域全体としての取り組み 

 ⒆ 水の都のルールをつくろう ・水の都にふさわしい市民のマナーの普及 

・水辺空間利用のルールづくりとその普及 

 ⒇ 水の都を盛り上げる組織をつくろ

う 

・水の都に関わる NPOや市民活動組織の育成 

・水の都を推進する組織づくり 

 

 


